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(57)【要約】
【課題】フラットケーブルを固定する際に、フラットケ
ーブルが潰れてしまうことを防止する。
【解決手段】一端が第３可動ユニットに固定されるフラ
ットケーブル８０と、フラットケーブルの一方の平面が
対向する当接部８６と、フラットケーブルの他方の平面
が対向する上側面部１０８を有し、上側面部１０８と当
接部との間でフラットケーブルを挟持する固定位置に固
定される押付部材１００と、固定位置では、押付部材の
フラットケーブルの幅方向への移動を規制する突出部８
４、８８ｃと、を備える。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端が可動ユニットに固定されるフラットケーブルと、
　前記フラットケーブルの一方の平面が対向する当接部と、
　前記フラットケーブルの他方の平面が対向する対向部を有し、該対向部と前記当接部と
の間で該フラットケーブルを挟持する固定位置に固定される押付部材と、
　前記固定位置では、前記押付部材の前記フラットケーブルの幅方向への移動を規制する
規制部と、
を備えたことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記規制部は、
　前記固定位置よりも、前記対向部と前記当接部との対向方向に前記押付部材が離隔した
離隔位置では、該押付部材の前記幅方向への移動を許容することを特徴とする請求項１に
記載の遊技機。
【請求項３】
　前記規制部は、
　前記当接部から前記対向方向に離隔した位置であって、前記幅方向および該対向方向に
直交する離隔方向に離隔した２つの突出部を有し、
　前記押付部材は、
　前記離隔方向の長さが、前記２つの突出部の間隔よりも長いことを特徴とする請求項１
または２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記規制部は、
　前記押付部材が前記固定位置に移動された際に、該押付部材を保持することを特徴とす
る請求項１から３のいずれか１項に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可動する演出役物装置が設けられた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、始動口に遊技球が入球したことを条件として大役抽選が行われ、この大役抽選に
より大当たりに当選すると、大入賞口が開放される大役遊技が実行可能となる遊技機が知
られている。このような遊技機には、演出用の役物装置（演出役物装置）を搭載している
機種がある。演出役物装置は、大役抽選の結果を報知する変動演出中にさまざまな態様で
可動することで、大当たりの期待感を遊技者に付与するものであり、こうした演出役物装
置を用いた演出により、遊技の興趣向上が図られている。
【０００３】
　このような演出役物装置には、複数のＬＥＤが配された基板が設けられており、基板に
は、省スペース化のためにフラットケーブルを介して電力が供給されるようになされてい
る（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－７２３３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、演出役物装置が移動（可動）する場合、演出役物装置の移動に伴ってフラッ
トケーブルも移動することになるため、フラットケーブルの自由な移動を規制するために
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一部を固定部材等によって固定する場合がある。しかしながら、フラットケーブルは厚さ
方向に薄いため、フラットケーブルの幅方向に固定部材を近づけようとすると、固定部材
によってフラットケーブルを幅方向に潰してしまうおそれがあった。
【０００６】
　そこで、本発明は、フラットケーブルを固定する際に、フラットケーブルが潰れてしま
うことを防止することができる遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の遊技機は、一端が可動ユニットに固定されるフラ
ットケーブルと、前記フラットケーブルの一方の平面が対向する当接部と、前記フラット
ケーブルの他方の平面が対向する対向部を有し、該対向部と前記当接部との間で該フラッ
トケーブルを挟持する固定位置に固定される押付部材と、前記固定位置では、前記押付部
材の前記フラットケーブルの幅方向への移動を規制する規制部と、を備える。
【０００８】
　また、前記規制部は、前記固定位置よりも、前記対向部と前記当接部との対向方向に前
記押付部材が離隔した離隔位置では、該押付部材の前記幅方向への移動を許容するとよい
。
【０００９】
　また、前記規制部は、前記当接部から前記対向方向に離隔した位置であって、前記幅方
向および該対向方向に直交する離隔方向に離隔した２つの突出部を有し、前記押付部材は
、前記離隔方向の長さが、前記２つの突出部の間隔よりも長いとよい。
【００１０】
　また、前記規制部は、前記押付部材が前記固定位置に移動された際に、該押付部材を保
持するとよい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、フラットケーブルを固定する際に、フラットケーブルが潰れてしまう
ことを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】扉が開放された状態を示す遊技機の斜視図である。
【図２】遊技盤の正面図である。
【図３】演出役物装置の可動時の遊技盤の正面図である。
【図４】装飾部品の一部を省略した遊技盤の正面図である。
【図５】装飾部品の一部を省略した遊技盤の部分斜視図である。
【図６】第２可動ユニットおよび第３可動ユニットの分解斜視図である。
【図７】第１装飾板の窪み部周辺の部分拡大斜視図である。
【図８】押付部材を窪み部に収容する様子を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。か
かる実施形態に示す寸法、材料、その他具体的な数値等は、発明の理解を容易とするため
の例示にすぎず、特に断る場合を除き、本発明を限定するものではない。なお、本明細書
および図面において、実質的に同一の機能、構成を有する要素については、同一の符号を
付することにより重複説明を省略し、また本発明に直接関係のない要素は図示を省略する
。
【００１４】
　図１は、本実施形態の遊技機１の斜視図であり、扉が開放された状態を示している。な
お、以下では、遊技者からみて右側に向かう方向を右方向、遊技者からみて左側に向かう
方向を左方向、遊技者からみて上側に向かう方向を上方向、遊技者からみて下側に向かう
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方向を下方向、遊技者に近づく方向を前方向、遊技者から遠ざかる方向を後方向として説
明する。
【００１５】
　図１に示すように、遊技機１は、略矩形状に組まれた四辺によって囲繞空間が形成され
る外枠２と、この外枠２にヒンジ機構によって開閉自在に取り付けられた中枠４と、この
中枠４に、ヒンジ機構によって開閉自在に取り付けられた前枠６と、を備えている。
【００１６】
　前枠６には、ガラス製または樹脂製の透過性を有する透過板８が保持されている。また
、中枠４は、外枠２と同様に、略矩形状に組まれた四辺によって囲繞空間が形成されてお
り、この囲繞空間に遊技盤１０が保持されている。そして、これら中枠４および前枠６を
外枠２に対して閉じると、遊技盤１０と透過板８とが所定の間隔を維持して略平行に対面
するとともに、遊技機１の正面側から、透過板８を介して遊技盤１０が視認可能となる。
なお、前枠６の下部には、遊技者が回転操作可能な不図示の操作ハンドルが設けられてい
る。
【００１７】
　図２は、遊技盤１０の正面図である。上記したように、中枠４および前枠６が外枠２に
対して閉じられた状態では、遊技盤１０の正面１０ａに離隔して透過板８が対向する。こ
のとき、透過板８と遊技盤１０の正面１０ａとの間に、遊技球が流下する遊技領域１２が
形成される。遊技盤１０には、レール１４ａ、１４ｂが固定されている。レール１４ａは
、遊技盤１０の下端から左上方に向けて延在するとともに、遊技盤１０の鉛直方向の略中
央から右上方に向けて延在する。このレール１４ａは、遊技盤１０の下部から上部まで、
図示のように湾曲して延在しており、遊技領域１２を囲繞形成する。また、レール１４ｂ
は、遊技盤１０の左側であって、レール１４ａよりも遊技領域１２の内側に設けられてい
る。
【００１８】
　遊技者が操作ハンドルを回転させて発射操作を行うと、操作ハンドルの回転角度に応じ
た強度で、不図示の発射機構によって遊技球が発射される。このようにして発射された遊
技球は、遊技盤１０に設けられたレール１４ａ、１４ｂ間を上昇して遊技領域１２に導か
れる。遊技盤１０には、多数の釘や風車が設けられており、遊技領域１２に導かれた遊技
球は、釘や風車に衝突して、不規則な方向に流下、転動することとなる。
【００１９】
　また、遊技盤１０には、厚み方向（遊技機１の前後方向）に貫通する貫通孔１６が形成
されている。遊技盤１０の背面には、演出用の画像が表示される不図示の液晶表示器が設
けられる。遊技者は、貫通孔１６を介して、液晶表示器に表示される画像を視認可能とな
る。なお、遊技盤１０の正面１０ａには、遊技領域１２を流下、転動する遊技球が貫通孔
１６に脱落しないように、貫通孔１６の全周に亘って透過板８側に起立する壁部が設けら
れている。
【００２０】
　遊技盤１０には、遊技球が入球可能な入賞口１８が複数設けられており、入賞口１８に
遊技球が入球すると、それぞれ所定の賞球が遊技者に払い出される。このとき、賞球数は
１個以上であれば何個でもよく、また、入賞口１８ごとに払い出す賞球数を異ならせても
よいし、同じ賞球数に設定してもよい。また、詳しい説明は省略するが、入賞口１８の種
別によっては、遊技球の入球に起因して、遊技者に所定の遊技利益を付与するか否かの抽
選が行われる。この抽選の結果は、液晶表示器に所定の画像を表示する等の変動演出によ
って遊技者に報知されるが、こうした変動演出中には、演出役物装置２２、２４、２６が
可動し、大当たりの期待感を遊技者に与える。なお、遊技盤１０の最下部には、いずれの
入賞口１８にも入球しなかった遊技球を、遊技領域１２から遊技盤１０の背面側に排出す
る排出口２０が設けられている。
【００２１】
　図３は、演出役物装置２２、２４、２６の可動時の遊技盤１０の正面図である。図２に
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示すように、演出役物装置２２、２４、２６は、液晶表示器に画像を表示している非可動
時には、液晶表示器を遊技者に視認させるため、液晶表示器と干渉しない位置に収納され
ている。
【００２２】
　そして、図３に示すように、演出役物装置２２、２４、２６は、例えば大当たりの期待
度が高い変動演出中における所定のタイミングの可動時に、液晶表示器の前面に移動され
る。
【００２３】
　具体的には、演出役物装置２２は、非可動時に、遊技盤１０と前後方向に略同位置であ
って、液晶表示器（貫通孔１６）の上方に収納されており、可動時に、液晶表示器の前面
であって液晶表示器の略中央まで移動する。
【００２４】
　演出役物装置２４は、非可動時に、遊技盤１０の背面であって、液晶表示器（貫通孔１
６）の下方に収納されており、可動時に、液晶表示器の前面であって演出役物装置２２と
重ならない位置まで移動する。
【００２５】
　演出役物装置２６は、遊技盤１０の背面であって、液晶表示器（貫通孔１６）の上方お
よび左方に分割して収納されている。そして、演出役物装置２６は、可動時に、演出役物
装置２２の背面であって液晶表示器の前面に移動する。ここで、演出役物装置は大きいほ
どその演出効果が増大するが、液晶表示器に干渉させずに大きな演出役物装置を遊技盤と
液晶表示器との間の限られたスペースに収納することは困難である。そこで、演出役物装
置２６は、演出役物装置２６の可動時に液晶表示器の前面に移動する可動ユニット（第１
可動ユニット３２、第２可動ユニット３４、第３可動ユニット３６）が分割されている。
演出役物装置２６の非可動時には、分割された可動ユニットを、液晶表示器等を覆わない
ように遊技盤１０の背面に収納しておく。以下に、演出役物装置２６について詳述する。
【００２６】
　図４は、装飾部品の一部を省略した遊技盤１０の正面図である。図５は、装飾部品の一
部を省略した遊技盤１０の部分斜視図である。図３および図４に示すように、演出役物装
置２６は、非可動ユニット３０（図４においては省略する）、第１可動ユニット３２、第
２可動ユニット３４、第３可動ユニット３６を含んで構成される。
【００２７】
　非可動ユニット３０は、左右方向に長い略長方形状に形成され、右辺が湾曲しており、
遊技盤１０に対して固定されている。
【００２８】
　第１可動ユニット３２は、幅方向に長い略長方形状に形成され、右辺が、非可動ユニッ
ト３０の右辺の湾曲とつながるように湾曲しており、非可動時には、非可動ユニット３０
の背面側に収納されている。第１可動ユニット３２は、非可動ユニット３０および第２可
動ユニット３４に対して、上下方向に移動可能に係合されている。
【００２９】
　第２可動ユニット３４は、幅方向に長い略長方形状に形成され、右辺が、第１可動ユニ
ット３２の右辺の湾曲とつながるように湾曲しており、非可動時には、第１可動ユニット
３２の背面側に収納されている。また、第２可動ユニット３４は、上下方向に延在するレ
ール部材４０にガイドされており、上下方向以外の方向への移動がレール部材４０によっ
て規制されている。
【００３０】
　第３可動ユニット３６は、幅方向に長い略長方形状に形成され、右辺が、第２可動ユニ
ット３４の右辺の湾曲とつながるように湾曲しており、非可動時には、遊技盤１０の背面
であって貫通孔１６の左側に収納されている。そして、演出役物装置２６は、可動時に、
全体として略円形状となる。
【００３１】
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　また、図４および図５に示すように、第３可動ユニット３６は、回転動力伝達機構５０
を介して第２可動ユニット３４と接続されている。回転動力伝達機構５０は、上下方向に
延在するラックギヤ５２と、ラックギヤ５２と噛合するギヤを含む複数のギヤからなるギ
ヤ機構５４と、第３可動ユニット３６の左辺に一体形成された従動ギヤ５６を備えている
。
【００３２】
　演出役物装置２６は、非可動ユニット３０の背面側に、２つのモータ４２、これらのモ
ータ４２に噛み合う複数のギヤで構成されたギヤ機構４４、および、ギヤ機構４４に接続
されたアーム部材４６が設けられており、モータ４２が駆動することにより、ギヤ機構４
４およびアーム部材４６を介して第２可動ユニット３４を上下方向に移動させる。このと
き、第１可動ユニット３２は、第２可動ユニット３４の移動に伴って移動する。
【００３３】
　また、モータ４２の駆動により第２可動ユニット３４が上下方向に移動すると、第２可
動ユニット３４に回転自在に保持されたギヤ機構５４は、ラックギヤ５２と噛合している
ことから、第２可動ユニット３４の上下方向の移動に伴って回転する。こうしてギヤ機構
５４が回転すると、このギヤ機構５４の回転に伴って、従動ギヤ５６と一体となった第３
可動ユニット３６が、図４中２点鎖線で示すように回転する。
【００３４】
　図６は、第２可動ユニット３４および第３可動ユニット３６の分解斜視図である。なお
、図６においては、第２可動ユニット３４および第３可動ユニット３６の第２装飾板６４
、７４を省略している。第２可動ユニット３４は、第１装飾板６０、基板６２および第２
装飾板６４（図３参照）を含んで構成される。第２可動ユニット３４は、第１装飾板６０
と第２装飾板６４との間に基板６２が設けられている。基板６２の前面には、複数のＬＥ
Ｄが配置されており、これらＬＥＤに電力が供給されて発光することで、第２装飾板６４
を介して第２可動ユニット３４の前面全体が発光するようになされている。
【００３５】
　また、第２可動ユニット３４は、ギヤ機構５４および従動ギヤ５６（図４参照）が第１
装飾板６０の左方に回転自在に支持されている。
【００３６】
　第３可動ユニット３６は、第１装飾板７０、基板７２および第２装飾板７４（図３参照
）を含んで構成される。第３可動ユニット３６は、第１装飾板７０と第２装飾板７４との
間に基板７２が設けられている。基板７２の前面には、複数のＬＥＤが配置されており、
これらＬＥＤに電力が供給されて発光することで、第２装飾板７４を介して第３可動ユニ
ット３６の前面全体が発光するようになされている。また、第３可動ユニット３６は、第
１装飾板７０に従動ギヤ５６が一体形成されている。
【００３７】
　ところで、第２可動ユニット３４の基板６２には、ラックギヤ５２に沿って設けられた
不図示のフラットケーブルを介して電力が供給される。また、第３可動ユニット３６の基
板７２には、第２可動ユニット３４の基板６２から、フラットケーブル８０を介して電力
が供給される。
【００３８】
　フラットケーブル８０は、第２可動ユニット３４の基板６２の前面左下に設けられたコ
ネクタ６２ａから、第１装飾板６０に形成された窪み部８２内を通った後、従動ギヤ５６
の後方側周面５６ａに沿って掛け回されて、第３可動ユニット３６の基板７２の背面に設
けられたコネクタ（不図示）に接続される。
【００３９】
　ここで、第３可動ユニット３６は、第２可動ユニット３４に対して相対的に移動するた
め、相対的な移動に伴ってフラットケーブル８０も移動する（引っ張られる）ことになる
。そこで、窪み部８２内では、フラットケーブル８０の一部を固定することで、フラット
ケーブル８０の移動を規制するようになされている。
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【００４０】
　図７は、第１装飾板６０の窪み部８２周辺の部分拡大斜視図である。なお、図７（ａ）
は、右上方から見た部分拡大斜視図であり、図７（ｂ）は、左上方から見た部分拡大斜視
図である。
【００４１】
　図７（ａ）および図７（ｂ）に示すように、窪み部８２は、第１装飾板６０に基板６２
が固定された際に、コネクタ６２ａ（図６参照）の下方に位置するように、第１装飾板６
０の左下に形成されている。また、窪み部８２は、第１装飾板６０の前面６０ａに対して
、左右方向に長く、上下方向に短い略直方体形状に窪んでいる。さらに、窪み部８２は、
上側面８２ａ、右側面８２ｂ、下側面８２ｃ、左側面８２ｄおよび底面８２ｅに囲まれて
おり、前方側および左側面８２ｄの下方が開口している。
【００４２】
　窪み部８２の左側面８２ｄには、右方向に向かって突出した突出部８４が形成されてい
る。突出部８４は、窪み部８２における上下方向の上側面８２ａ側に上側面８２ａから離
隔して設けられている。また、突出部８４は、前面６０ａと面一の高さから、底面８２ｅ
側に厚み（前後方向）を有しており、底面８２ｅからは所定距離だけ離隔している。
【００４３】
　また、窪み部８２の上側面８２ａには、左右方向の略中央に、下方向に向かって突出し
た当接部８６が形成されている。当接部８６は、窪み部８２と同一の厚さ（前後方向）を
有しており、左右方向および前後方向に延在する当接面８６ａを有している。
【００４４】
　また、窪み部８２の底面８２ｅの左右方向の略中央であって、上下方向の上側面８２ａ
側には、窪み部８２と同一の厚さを有し、断面が略Ｄ字形状となる中央突出部８８が形成
されている。中央突出部８８は、左側が上下方向に直線的に延在する左側面８８ａ、およ
び、右側に膨らむように円弧状に形成された円弧面８８ｂを有している。
【００４５】
　また、中央突出部８８の左下（左側面８８ａの下方端）には、左方向に向かって突出し
た突出部８８ｃが形成されている。突出部８８ｃは、前面６０ａと面一の高さから、底面
８２ｅ側に所定の厚みを有している。したがって、突出部８８ｃは、底面８２ｅから所定
距離だけ離隔している。また、突出部８８ｃは、突出部８４に対して左右方向（離隔方向
）および上下方向に離隔した右下側に位置している。なお、突出部８８ｃの厚さは、突出
部８４の厚さと同一である。
【００４６】
　さらに、窪み部８２の底面８２ｅには、突出部８４および中央突出部８８の間に、窪み
部８２と同一の厚さを有するネジ溝支柱９０が形成されている。ネジ溝支柱９０は、中央
にネジ溝９０ａが形成されている。
【００４７】
　そして、窪み部８２には、押付部材１００が収容される。押付部材１００は、全体とし
て、突出部８４の右端と、突出部８８ｃの左端との間隔よりも左右方向（離隔方向）に長
く、かつ、当接部８６の下端と、突出部８８ｃの上端との間隔よりも上下方向に長い略直
方体に形成されている。
【００４８】
　押付部材１００は、左側面部１０２、下側面部１０４、右側面部１０６、上側面部（対
向部）１０８および平面部１１０を有しており、これら左側面部１０２、下側面部１０４
、右側面部１０６、上側面部１０８および平面部１１０に囲まれた空間１１２が形成され
ている。なお、上側面部１０８は、右側面部１０６の上端から左方向に向かって、下側面
部１０４の約１／３程度の長さとなっているため、空間１１２は、上側面部１０８の左側
から上方向に開口している。
【００４９】
　また、押付部材１００は、左側面部１０２が、下側面部１０４、右側面部１０６、上側



(8) JP 2018-57552 A 2018.4.12

10

20

30

40

50

面部１０８よりも前後方向に短く形成されており、左側面部１０２の前端と同じ高さ位置
に平面部１１０が形成されている。平面部１１０は、底面１１４から、窪み部８２におけ
る底面８２ｅの背面から突出部８４までの厚さと略同一の厚さの位置に設けられている。
なお、平面部１１０の略中央には、貫通孔１１０ａが形成されている。
【００５０】
　また、押付部材１００は、右下の角に切り欠き部１１６が形成されている。切り欠き部
１１６は、下側面部１０４の右前方の一部、および、右側面部１０６の下前方の一部が切
り欠かれるとともに、平面部１１０と同じ高さ位置に平面部１１８が形成されている。
【００５１】
　図８は、押付部材１００を窪み部８２に収容する様子を説明する図である。図８（ａ）
に示すように、フラットケーブル８０は、コネクタ６２ａから下方に配され、幅方向の一
方の平面が窪み部８２の上側面８２ａ、右側面８２ｂおよび下側面８２ｃに沿って配され
るとともに、従動ギヤ５６の後方側周面５６ａに沿って配される。
【００５２】
　そして、フラットケーブル８０が窪み部８２に配された状態で、押付部材１００が前方
側から窪み部８２内に挿入される。このとき、押付部材１００の左右方向の長さが、突出
部８４の右端と、突出部８８ｃの左端との間隔よりも長いため、押付部材１００を突出部
８４の前面から窪み部８２内に挿入することができない。
【００５３】
　したがって、押付部材１００は、突出部８４の下側から挿入されることになる。これに
より、押付部材１００は、上側面部１０８がフラットケーブル８０の他方の平面に対向す
るとともに、上側面部１０８がフラットケーブル８０から上下方向（対向方向）に離隔し
た離隔位置において窪み部８２内に挿入されることになる。つまり、突出部８４および突
出部８８ｃは、後述する固定位置において、押付部材１００の前後方向（フラットケーブ
ル８０の幅方向）への移動を規制する規制部として機能する。これによって、フラットケ
ーブル８０が押付部材１００の挿入時に潰されることを防止することができる。
【００５４】
　押付部材１００は、離隔位置において上方向に移動可能であるため、上方向に移動され
ると（圧入されると）、図８（ｂ）に示すように、平面部１１０の左上端が突出部８４の
背面と、底面８２ｅとによって挟持されることになるとともに、上側面部１０８が当接部
８６に、フラットケーブル８０を介して当接することになる。なお、図８（ａ）からもわ
かるように、押付部材１００が窪み部８２に挿入された際、押付部材１００の右側面部１
０６と突出部８８ｃとが当接しているため、押付部材１００は窪み部８２内において上方
向のみに移動可能である。つまり、突出部８４および突出部８８ｃは、押付部材１００が
離隔位置に配されている場合に、押付部材１００が当接部８６へ近接する上方向への移動
を許容している。
【００５５】
　また、押付部材１００は上方向に移動されることで、押付部材１００の切り欠き部１１
６と突出部８８ｃとが左右方向に対向した位置となり、右方向への移動が可能となる。そ
して、押付部材１００は、右方向に移動され固定位置に配されると、図８（ｃ）に示すよ
うに、平面部１１０の左上が突出部８４の背面と、底面８２ｅとによって挟持（保持）さ
れている状態を保ちつつ、平面部１１８が突出部８８ｃの背面と、底面８２ｅとによって
挟持（保持）されることになる。
【００５６】
　また、平面部１１０の貫通孔１１０ａが、ネジ溝支柱９０のネジ溝９０ａと対向する位
置に移動される。その後、不図示のビスがネジ溝９０ａに螺合されることで、押付部材１
００が窪み部８２内で固定される。
【００５７】
　このように、窪み部８２内で押付部材１００が固定された状態では、フラットケーブル
８０が、当接部８６と押付部材１００とに挟持されることになるので、フラットケーブル
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８０が第３可動ユニット３６の移動に伴って移動しても、当接部８６と押付部材１００と
によって挟持された部分よりもコネクタ６２ａ側の部分が移動することはない。つまり、
フラットケーブル８０は、当接部８６と押付部材１００とによって挟持された部分よりも
第３可動ユニット３６側のみが窪み部８２内で移動することになる。
【００５８】
　以上のように、突出部８４および突出部８８ｃは、固定位置において押付部材１００の
フラットケーブル８０の幅方向への移動を規制し、離隔位置において押付部材１００の幅
方向への移動を許容することで、フラットケーブル８０を固定する際に、フラットケーブ
ル８０が潰れてしまうことを防止することができる。
【００５９】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
かかる実施形態に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲
に記載された範疇において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり
、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【００６０】
　上記実施形態において、第２可動ユニット３４の第１装飾板６０に形成された窪み部８
２にフラットケーブル８０を配置するようにしたが、フラットケーブル８０が配置される
場所はこれに限らず、他の場所であってもよい。
【００６１】
　また、上記実施形態において、窪み部８２、突出部８４、中央突出部８８、ネジ溝支柱
９０、押付部材１００の形状は一例に過ぎず、少なくも、押付部材１００が窪み部８２内
に挿入される際に、フラットケーブル８０から離隔するように規制する規制部（突出部８
４、突出部８８ｃ）が設けられていれば、他の形状であってもよい。
【符号の説明】
【００６２】
１　遊技機
８　透過板
１０　遊技盤
８０　フラットケーブル
８４　突出部（規制部）
８８ｃ　突出部（規制部）
８６　当接部
１００　押付部材
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